
 
街なかの緑は，公園や街路樹等大きなものだけではなく， 

御家庭の植木や生け垣も， 

通行する人々に憩いと安らぎを与えてくれます。 

 
 

しかし，木の枝や生け垣が道路上に張り出したり覆いかぶさると，通行しづら

いだけでなく，道路標識・カーブミラー等を見づらくし，交通事故の原因にも

なりかねません。 

 
私有地から道路上に張り出している枝や葉は，私有地の土地所有者又は，土地
使用者の方に管理義務があります。 

 
交通事故を未然に防止し，安全にかつ，安心して道路を利用できるよう，定期
的な枝葉のせん定・刈込みをお願いいたします。 

 

また，お近くでこのような箇所を見掛けたら，御近所同士でお声掛けをお願い

いたします。 

 
 
 
 
 

 
 

※ 
 

せん定に当たっては， 
道路から4.5ｍ以上 
の空間確保を目安に 
お願いいたします。 


